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精神保健福祉法と入院手続きの実際

～精神科入院に必要な知識を知る～

令和3年6月3日
埼玉精神神経センター

医療福祉相談室 鯨井 多美子
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認知症の行動・心理症状から引き起こる

はじめに…

妄想・暴力等の精神症状

→精神科病棟へ入院が必要
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精神科病棟で入院治療を行う理由

①本人に入院意思がなくとも、
強制入院をさせる事が出来る

②閉鎖病棟での治療かつ、隔離・拘束が出来る

精神保健福祉法に基づき、
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精神保健福祉法の特徴

『保健』『医療』『福祉』が一体となった法律

法律の目的

（法第１条）

(1)精神障害者の医療及び保護

(2)社会復帰の促進及び、自立と社

会経済活動への参加の促進

(3)発生の予防及び国民の精神的健

康の保持及び増進

精神保健福祉法 ～ 法の目的と精神障害者の定義 ～

精神障害者の
定義

（法第５条）

「統合失調症、精神作用物質による

急性中毒又はその依存症、知的障害、
精神病質その他の精神疾患を有する

者をいう。」
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患者本人の同意に基づかない入院 （非自発的な入院）

u医療保護入院

u措置入院

u緊急措置入院

u応急入院

患者本人の同意に基づく入院（自発的な入院）

u任意入院

入院形態

精神保健指定医の診察が必要
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任意入院

6



2021/5/27

4

家族の同意

精神保健指定医の診察

医療保護入院
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n 配偶者

n 親権を行う者

n 扶養義務者

（民法の規定により、直系血族、兄弟姉妹及び

家庭裁判所に選任された三親等以内の親族）

n 後見人又は保佐人

n 市町村長

医療保護入院の同意者
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警察官
(法第23条)

検察官
(法第24条)

・保護観察所長

・矯正施設長

措置入院

精神保健指定医２名の診察

自傷・他害の恐れあり
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閉鎖病棟での治療が出来る

隔離・拘束が出来る

→徘徊・離院の危険回避束が
出来る

→自傷や他害の危険回避
→転倒・転落防止
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事例
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■認知症の精神症状に対する入院治療は、
精神科病院で精神保健福祉法に基づく入院が適応

→①本人に入院意思がなくとも、
強制入院をさせる事が出来る

②閉鎖病棟での治療かつ、隔離・拘束が出来る

まとめ

■医療保護入院には、精神保健指定医の診察によ
る判断、同意者による同意が必ず必要
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ご清聴ありがとうございました
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